廿日市市災害時協力井戸の手引き

廿日市市総務部危機管理課
TEL:0829-30-9139　FAX:0829-32-1075
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１．災害時協力井戸とは
　廿日市市では、大規模な災害が発生し、水道の給水が停止したとき、近隣被災者の方々に、トイレや洗濯に使う生活用水として、井戸水を提供していただける井戸を『災害時協力井戸』として登録しています。
　登録された井戸の所在地情報については、実際に断水を伴う災害が発生した際に、市が避難所として開設する市民センター、小学校等で公表します。　
⇒『災害時協力井戸』を随時募集していますので、この「手引き」の内容をご確認のうえ、ご登録いただきますようお願いいたします。詳しくは、廿日市市ホームページ又は廿日市市危機管理課までお問い合わせください。
　

２．登録手続き
　①「災害時協力井戸の手引き」の内容をよくご確認のうえ、登録の

検討してください。
　②災害時協力井戸登録申出書を廿日市市危機管理課へ提出する。

　　※災害時協力井戸登録申出書は廿日市市ホームページでダウン

ロードできます。

　③申出に基づき、廿日市市職員が現地確認を行います。

　④現地確認後、廿日市市が井戸登録の可否を決定し、申出者へ通

知します。※登録可能であれば、併せて「災害時協力井戸登録標識」を交付します。

●登録の注意点（井戸登録の要件）

　・市内に所在する井戸で、現在使用しており、今後も継続的に使

用が可能なもの。

　・無償で井戸水を提供できること。

　・井戸水をくみ上げるためのポンプ、つるべ等があること。

　・井戸枠等が設置されており、安全に使用できること。

　・生活用水としての利用が可能な水質（無色透明・無臭を基本と

する。）であること。

・地域住民に広く周知を行うため、井戸の所在情報等を公表する
ことについて、井戸の所有者及び管理者の同意が得られること。
「災害時協力井戸登録標識」
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３．普段から気をつけていただきたいこと
◎
井戸とその周辺は整理し、清潔に保ちましょう。

◎
井戸蓋の破損や揚水ポンプの故障等がないか、定期的に点検しましょう。

◎
長い間、使っていない井戸では、井戸水が濁ることがあります。日頃から、散水などに井戸水を使うよう心がけましょう。
[image: image3.jpg]


[image: image4.emf] 

災害時協力井戸フロー図

0

井戸所有者

廿日市市総務部危機管理課

市　民

①登録申出書

　の提出

②職員による

　現地確認

③登録決定

　通知の送付

避難所（市民セン

ターや小学校等）

で井戸情報の提供

断水を伴う災害時に

生活用水として提供

・直接持参

・メール

・ＦＡＸ

災害発生


登録内容に変更が生じましたら、お手数ですが、廿日市市危機管理課まで連絡をお願いします。

例えば

・転居、売買等のため、登録を解除したい。

・工事のため井戸を埋めてしまった。

・井戸水が揚がらなくなり、枯れてしまった。など
４．災害が起きて断水が発生したとき
◎ 登録の際に交付した「災害時井戸登録標識」を見えやすい場所（玄関・井戸等）に掲示してください。

◎
 井戸の状況や周囲の安全（隣接する建築物や塀等の構造物の倒壊等）を確認し、協力できる範囲内で、井戸水を近隣被災者の方々に提供してください。

※
災害発生時は、まずはご自身やご家族の安全を確保し、その後、家財等の状況を確認してください。

◎
 井戸水を提供していただく場合、特定の利用者に偏ることなく、公平な井戸水の提供をお願いいたします。

◎
 井戸水を提供していただく場合、(念のため)飲料用として提供しているものでない旨をお伝えください。

※

地震等により、水質が変化している可能性があります。

　井戸水は、トイレや洗濯用水としてご提供ください。

　◎ 地震等により、井戸等が被害を受け、井戸水の提供が困難な場
合は、登録標識を取り外し、可能であれば廿日市市危機管理課ま
で、その旨を連絡してください。
５．利用されるみなさまへ
井戸水の提供は、井戸設置者（提供者）の善意により行われています。提供について、絶対的な義務を負うものではありません。

井戸水の提供を受ける場合、以下の事項について御了承願います。

①
井戸水の提供は、震災等大規模災害の発生時で断水が生じた場合

のみです。

※水道工事等による一時的な断水時等は利用できません。

②
状況により、井戸水を提供できない場合があります。

災害により、井戸が壊れた場合や停電によりポンプが使用できない場合等、井戸設置者（提供者）が井戸水の給水を制限又は中止する場合があります。
③井戸の利用時間は、井戸設置者（提供者）が指定する時間となります。

④
井戸水は飲み水としての提供ではありません。

飲料用ではなく、トイレや洗濯用水等、生活用水として利用して

ください。

⑤特定の利用者に多量に提供することはできません。

⑥井戸水を運ぶ容器は、利用者でご用意ください。

持ち運びも、原則、利用者の方が行ってください。


【問い合わせ先】

廿日市地域　　総務部危機管理課減災推進係　　　　電話：0829-30-9139

佐伯地域　　　佐伯支所地域づくり係　　　　　　　電話：0829-72-1112

吉和地域　　　吉和支所地域づくり係　　　　　　　電話：0829-77-2112

大野地域　　　大野支所地域づくり係　　　　　　　電話：0829-30-2005

宮島地域　　　宮島支所地域づくり係　　　　　　　電話：0829-44-2000

お願い
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